
地域保健にかかる
人材確保・育成について

資料４



１．これまでの検討状況について



１．これまでの検討会の報告

H1.2 医療ソーシャルワーカー業務指針検討会報告書（医療ソーシャルワーカー業務指針検討会）

H5.7.9 地域保健対策の基本的なあり方について意見具申（厚生大臣宛公衆衛生審議会総合部会）

H5.7.5 地域保健対策の基本的な在り方について（地域保健基本問題研究会）

H11.8.12 地域保健問題検討会報告書（地域保健問題検討会）

H13.3
地域における健康危機管理について～地域健康危機管理ガイドライン～

（地域における健康危機管理のあり方検討会）

H15.3
地域保健従事者の資質の向上に関する検討会報告書

（地域保健従事者の資質の向上に関する検討会）

H16.3 保健所長の職務の在り方に関する検討会報告書（保健所長の職務の在り方に関する検討会）

H17.1
公衆衛生医師の育成確保のための環境整備に関する検討会報告書

（公衆衛生医師の育成確保のための環境整備に関する検討会）

H17.5 地域保健対策検討会中間報告（地域保健対策検討会）

H19.3 地域職域連携推進事業ガイドラインー改訂版一（地域・職域連携支援検討会）

H19.3 市町村保健活動の再構築に関する検討会報告書（市町村保健活動の再構築に関する検討会）

H19.3
公衆衛生医師の育成確保のための環境整備評価委員会報告書

（公衆衛生医師の育成確保のための環境整備評価委員会）
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これまでの検討（１）

• 公衆衛生医師の育成・確保のための環境整
備に関する検討会（Ｈ１６）

✓研修計画の策定

✓人事交流等を通じた人材育成の充実

✓保健所への医師複数配置等の対策

✓公衆衛生医師職務の普及啓発
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これまでの検討（２）

• 地域保健対策検討会（Ｈ１７）

✓健康危機管理対策で公衆衛生医師の

専門的知識に基づく判断と決断が重要

✓国、地方公共団体、医育機関等関係

団体による育成・確保のための努力
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これまでの検討（３）

• 公衆衛生医師の育成・確保のための環境
整備評価委員会（Ｈ１９）

✓育成・確保のための環境整備状況評価

票等による調査を実施

✓育成・確保推進の参考事例を収集

４



指摘された課題

• 公衆衛生医師の地域医療体制の構築における活動事例、保
健所における効果的な卒前実習・臨床研修プログラム等の情
報収集と情報提供

• 人事交流の進め方について情報の共有

〔市⇔市、市⇔県、市・県⇔国(出先機関も含む) 〕

• 公衆衛生医師確保推進登録事業の効果的な運用

• 県型保健所、政令市型保健所の役割や連携のあり方につい
て検討する必要

• 保健所支所の位置づけの現状を踏まえ対応の検討が必要

• 地域保健法における「地域保健対策の推進に関する基本的
指針」の改訂も含め実情に即した見直しの検討が必要

５

平成19年公衆衛生医師の育成・確保のための環境整備評価委員会資料より



２．現状について



公衆衛生医師とは？

• 地方公共団体（都道府県本庁、保健所、地方
衛生研究所等）

• 上記各機関の他、医療機関、その他の施設に
おいて、公衆衛生業務に従事している医師

• ただし、この検討会では、ニーズの割に数が少
ない保健所に勤務する医師を中心に考える

今もなお不足している！

６



保健所数の推移（１）
H6 .6

中核市制度

H8.6 
地域保健法
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保健所数の推移（２）
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保健所医師数の推移（１）

９



保健所医師数の推移（２）

「Ｈ11～19 地域保健・老人保健事業報告」、「H20 地域保健・健康増進事業報告」：各年度４月１日現在

（人）
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１保健所当たり医師数の推移（１）
H8.6

地域保健法

H6 .6 
中核市制度

１１



１保健所あたりの医師数の推移（２）
（自治体別）

「Ｈ11～19 地域保健・老人保健事業報告」、「H20 地域保健・健康増進事業報告」：各年度４月１日現在

（人）

１２



保健所長の兼務状況

１３



過去5年間の保健所長兼務数

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

保健所長
兼務数（人） ３４ ３８ ３９ ４１ ４２

保健所数
（箇所） ５３５ ５１８ ５１７ ５１０ ４９４

各年度４月１日現在

１４



３．現在の取り組み



公衆衛生医師確保推進登録事業

１．自治体の募集状況
（平成22年8月31日現在）

※32都道府県
（その他市町村レベルでは、岐阜市、
尼崎市、名古屋市、大分市、北九州
市、神戸市、宮崎市、横浜市、仙台市、
柏市、広島市、川崎市、山梨県、福岡
市、大津市、相模原市、さいたま市、
千葉市、倉敷市）

２．登録事業の成果
（平成22年8月31日現在）

○ 登録自治体数

58か所

（現在有効な登録数49か所）

○ 登録医師数

65人（現登録数27人）

○ H22年度においては、希望

不一致のためマッチング事
例はない。

１５



公衆衛生医師確保推進室 登録登録

公衆衛生医師確保推進登録事業

情報提供

○○県庁

情報提供

１６



公衆衛生医師確保推進事業について
・医師と地方公共団体が登録し、双方に情報提供を行います。
・登録は臨床医の方でも研究等に従事している方でも構いません。
・登録しておいて、希望にあった勤務条件の地方自治体が見つかるまで
仕事をしながら待つことができます。

・登録している情報は保護されます。

■応募資格・試験日程・応募締切・選考方法・募集予定人数・身分・給与・保険・宿舎等：
公衆衛生医師を募集している自治体ごとに、処遇が異なります。詳細は、各自治体に個別にご確認いただくことになります。

お問合せ先・応募連絡先

厚生労働省健康局 総務課 公衆衛生医師確保推進室

所在地 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL：03-5253-1111(内線2335)

FAX：03-3503-8563

E-mail：koushuueiseiisi@mhlw.go.jp

URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/koushuu-eisei-ishi.html
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イメージ図
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情報提供 登録

アクセスは
○厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp）の「健康」のページから。
○各種検索サイトで「公衆衛生医師確保推進登録事業」を入力。 １７
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公衆衛生医師確保活動
（医師・医学生向け普及啓発）

ポ
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ー
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ら
し
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１．医学教育と臨床研修
○ 法に基づく臨床研修（医師法第１６条の２）
診療に従事しようとする医師は、２年以上、医学部を置く大学に附属する病院又は

厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。

１８才 ２２才

法に基づく

臨床研修

医学部（６年） 大学病院・臨床研修病院

専門教育

２６才

医
師
国
家
試
験
合
格

（一
回
目
医
籍
登
録
）

臨床研修修了後の研修等 ・・
準備教育

共
用
試
験

臨床前医学教育
診療参加型
臨床実習

年齢

２年

２４才

入
学
試
験

高等学校
３年

専
門
医
資
格
取
得

臨
床
研
修
修
了

（二
回
目
医
籍
登
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）

知識・技能
の評価

生涯教育

医師臨床研修制度の概要
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３．到達目標（地域保健関係［抜粋］）

○特定の医療現場の経験
（７）地域保健

地域保健を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するために、
保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種検
診・健診の実施施設等の地域保健の現場において、

１）保健所の役割（地域保健・健康増進への理解を含む。）について理解し、実
践する。
２）社会福祉施設等の役割について理解し、実践する。

２．臨床研修の基本理念（医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令）
臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわ

らず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において
頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付け
ることのできるものでなければならない。
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新しく公衆衛生医師へ転職した者①

１．性別

２．年齢

男 女 無回答

20代 30代 40代 50代

４．現職

３．前職

病院勤務 大学教官 行政機関
研修医 学生 その他

保健所 保健所長 本庁 その他

２１島村ら；公衆衛生従事医師の確保・育成に向けて（過去5年間）調査結果，公衆衛生,Vol73,No7,534-538, 2007



新しく公衆衛生医師へ転職した者②
５．動機

６．良い点
0 10 20 30 40 50

その他

人事異動

健康面

家庭の事情

臨床が多忙

勧誘・紹介

仕事への興味

0 10 20 30

その他

臨床の離脱

給与・身分

人脈

業務

時間や家庭

視野

８．改善要望

７．嫌な点

0 10 20 30 40 50

その他

人間関係

規律・人事

立場の悩み

組織体質

0 5 10 15 20

その他

増員

医師人事

医師の役割

学会や研修

業務内容

２２島村ら；公衆衛生従事医師の確保・育成に向けて（過去5年間）調査結果，公衆衛生,Vol73,No7,534-538, 2007



H22年度の医師確保対策実施状況

（１）公衆衛生医師確保推進登録事業

（２）普及啓発

１）臨床研修病院説明会

北海道、福岡、中四国、大阪、東京で実施

２）社会医学サマーセミナー

和歌山で実施

３）地域保健総合推進事業

地域保健・医療に関するフォーラム（東京）
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国立保健医療科学院の

保健所職員を主な対象とした研修（1）

• 長期の研修
・専門課程「保健福祉行政管理分野」

地域保健法施行令第４条に定める保健所長要件に係る「養成訓練課程
」（いわゆる保健所長養成研修）
対象：保健所長就任予定の公衆衛生医師等
期間：分割前期（3か月間）、本科（1年間）

・専門課程「地域保健福祉分野」

地域保健福祉業務において、指導的立場で実践活動を総合的に推進
するために必要な能力を養う

対象者：国や地方公共団体から派遣される保健・医療・福祉分野に従事
している職員(保健師、看護師、管理栄養士、福祉職、事務職など)
期間：1年間

２４



国立保健医療科学院の

保健所職員を主な対象とした研修（2）

• 短期の研修

約20研修

例）健康危機管理研修

公衆衛生看護管理者研修

エイズ対策研修

食品衛生危機管理研修

建築物衛生研修
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国立保健医療科学院での医師臨床研修
（専門課程Ⅲ地域保健臨床研修専攻科）

• 幅広い公衆衛生の知識と技術を身につけた医師を養成する

• 2年目の研修医を対象（毎年5－10名程度）

• 3か月間（10－12月）

• 内容1）公衆衛生行政に関する基礎講義・演習等（3週間）

2）科学院の健康危機管理研等の短期研修（1週間）

3）保健所実習（2週間）

4）厚生労働省見学（1週間）

5）国立感染症研究所における研修（1週間）

6）フィンランド等における生活習慣病対策研修（2週間）

7）WHO西太平洋地域事務局・フィリピン大学での感染症対策

研修（2週間）

２６



平成２２年度
地方自治体の主な取り組み事例



大阪府の公衆衛生医師確保対策実施状況

１.  案内・広報
・大阪府、厚生労働省、全国保健所長会各ホームページ
への掲載 （府 http://www.pref.osaka.jp/chikikansen/kousyueiseiishi/index.html）

・在阪大学（医学部）、大学同窓会事務局
・大阪府医師会、日本医師会女性医師バンクへの広報
・募集時期を限定しない随時募集とし、応募機会に配慮
・年齢条件を64歳まで大幅に引き上げ条件緩和
・合同就職説明会等における広報活動

２．入庁後の研修・処遇
・医療機関での診療等を通じた現任研修の実施
・大阪大学大学院修士課程（公衆衛生分野）の履修
・初任給調整手当ての見直しによる大幅な給与改善
（改善後：初任給は臨床研修修了者で年収700万円程度（22年度））

２７
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秋田県の公衆衛生医師確保対策実施状況

１ 県ホームページ「美の国あきたネット」への掲載

２ 関係機関等に対する広報、情報収集活動

・ 厚生労働省（公衆衛生医師確保推進登録事業）

・ 全国保健所長会

・ 公衆衛生ネット

・ 秋田大学医学部

・ 秋田大学ＯＢ会（東京都）

・ 秋田県医師会（機関誌「秋田医報」掲載）

３ 秋田県医師確保推進事業との連携による普及啓発

・ 「あきたの地域医療通信」の作成、配布

・ 東京事務所専任職員による広報、情報収集活動

２８



長野県の公衆衛生医師確保対策実施状況

１ 公衆衛生医師確保の取組み

・医療関係者を通じた知人医師への情報提供

・県、厚生労働省、全国保健所長会のホームページで
の募集、ＰＲ

・県ドクターバンクの活用

２ 公衆衛生医師の育成

・公衆衛生学会を始め、業務に関係する会議、学会や
研修には、本人希望を尊重し、可能な限り参加させて
いる。

・公衆衛生の経験がない医師については、近隣の保健
福祉事務所長がサポートを行う。

２９



３ 近年の採用状況

４ 公衆衛生医師の育成

・公衆衛生学会を始め、業務に関係する会議、学会や
研修には、本人希望を尊重し、可能な限り参加させて
いる。

・公衆衛生の経験がない医師については、近隣の保健
福祉事務所長がサポートを行う。

３０

年 度 採用数 採用内訳 退職者数

Ｈ１８ １

Ｈ１９ ３ 臨床１、行政２ １

Ｈ２０ ３

Ｈ２１ １ 短大教員１

Ｈ２２ ２ 臨床２

長野県の公衆衛生医師確保対策実施状況


